
別紙様式１ 別紙様式１

（１）加算率（基礎分 加算率（a）） （１）加算率（基礎分 加算率（a））

％ ％

※ 「適」で前年度から取組内容に変更がない場合又は「区分３」が適用されている場合を除き、別紙様式２を添付すること。 ※ 「適」で前年度から取組内容に変更がない場合又は「区分３」が適用されている場合を除き、別紙様式２を添付すること。

（２）職員１人当たりの平均経験年数の算定 （２）職員１人当たりの平均経験年数の算定

ア イ ア イ

※１　経験年月数は、当年度４月１日現在により算定する。新たな職員の職歴証明書、年金加入記録等の写しを添付すること。 ※１　経験年月数は、当年度４月１日現在により算定する。新たな職員の職歴証明書、年金加入記録等の写しを添付すること。
※２　平均経験年数は、６か月以上の端数は１年とし、６か月未満の端数は切り捨てとする。 ※２　平均経験年数は、６か月以上の端数は１年とし、６か月未満の端数は切り捨てとする。

（３）加算率（賃金改善分　加算率（ｂ）） （３）加算率（賃金改善分　加算率（ｂ））

％ ％

※ ③が「否」の場合、令和７年度に限り、②の割合から２％減じること。

※ 処遇改善等加算の区分３を受ける場合は、「区分３」を選択すること。
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改正後 改正前

（４）加算率 （４）加算率

基本分単価（４歳以上児） ＋ ＋ ＝ 基本分単価（４歳以上児） ＋ ＋ ＝

基本分単価（３歳児） ＋ ＋ ＝ 基本分単価（３歳児） ＋ ＋ ＝

副園長・教頭配置加算 ＋ ＋ ＝ 副園長・教頭配置加算 ＋ ＋ ＝

３歳児配置改善加算 ＋ ＋ ＝ ３歳児配置改善加算 ＋ ＋ ＝

４歳以上児配置改善加算 ＋ ＋ ＝ ４歳以上児配置改善加算 ＋ ＋ ＝

満３歳児対応加配加算 ＋ ＋ ＝ 満３歳児対応加配加算 ＋ ＋ ＝

講師配置加算 ＋ ＋ ＝ 講師配置加算 ＋ ＋ ＝

チーム保育加配加算 ＋ ＋ ＝ チーム保育加配加算 ＋ ＋ ＝

通園送迎加算 ＋ ＋ ＝ 通園送迎加算 ＋ ＋ ＝

給食実施加算（施設内調理・外部搬入） ＋ 給食実施加算（施設内調理・外部搬入） ＋

年齢別配置基準を下回る場合による減算 ＋ ＋ ＝ 年齢別配置基準を下回る場合による減算 ＋ ＋ ＝

主幹教諭等専任加算 ＋ ＋ ＝ 主幹教諭等専任加算 ＋ ＋ ＝

子育て支援活動費加算 ＋ ＋ ＝ 子育て支援活動費加算 ＋ ＋ ＝

療育支援加算（Ａ・Ｂ） ＋ ＋ ＝ 療育支援加算（Ａ・Ｂ） ＋ ＋ ＝

事務職員配置加算 ＋ ＋ ＝ 事務職員配置加算 ＋ ＋ ＝

指導充実加配加算 ＋ ＋ ＝ 指導充実加配加算 ＋ ＋ ＝

事務負担対応加配加算 ＋ ＋ ＝ 事務負担対応加配加算 ＋ ＋ ＝

栄養管理加算（Ａ：配置の場合） ＋ ＋ ＝ 栄養管理加算（Ａ：配置の場合） ＋ ＋ ＝

栄養管理加算（Ｂ：兼務の場合） ＋ ＋ ＝ 栄養管理加算（Ｂ：兼務の場合） ＋ ＋ ＝
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改正後 改正前

基本分単価（保育標準時間認定：４歳以上児） ＋ ＋ ＝ 基本分単価（保育標準時間認定：４歳以上児） ＋ ＋ ＝

基本分単価（保育標準時間認定：３歳児） ＋ ＋ ＝ 基本分単価（保育標準時間認定：３歳児） ＋ ＋ ＝

基本分単価（保育標準時間認定：１・２歳児） ＋ ＋ ＝ 基本分単価（保育標準時間認定：１・２歳児） ＋ ＋ ＝

基本分単価（保育標準時間認定：乳児） ＋ ＋ ＝ 基本分単価（保育標準時間認定：乳児） ＋ ＋ ＝

基本分単価（保育短時間認定：４歳以上児） ＋ ＋ ＝ 基本分単価（保育短時間認定：４歳以上児） ＋ ＋ ＝

基本分単価（保育短時間認定：３歳児） ＋ ＋ ＝ 基本分単価（保育短時間認定：３歳児） ＋ ＋ ＝

基本分単価（保育短時間認定：１・２歳児） ＋ ＋ ＝ 基本分単価（保育短時間認定：１・２歳児） ＋ ＋ ＝

基本分単価（保育短時間認定：乳児） ＋ ＋ ＝ 基本分単価（保育短時間認定：乳児） ＋ ＋ ＝

３歳児配置改善加算 ＋ ＋ ＝ ３歳児配置改善加算 ＋ ＋ ＝

４歳以上児配置改善加算 ＋ ＋ ＝ ４歳以上児配置改善加算 ＋ ＋ ＝

１歳児配置改善加算 ＋ ＋ ＝ １歳児配置改善加算 ＋ ＋ ＝

休日保育加算 ＋ ＋ ＝ 休日保育加算 ＋ ＋ ＝

夜間保育加算 ＋ ＋ ＝ 夜間保育加算 ＋ ＋ ＝

チーム保育推進加算 ＋ ＋ ＝ チーム保育推進加算 ＋ ＋ ＝

施設長を配置していない場合の減算 ＋ ＋ ＝ 施設長を配置していない場合の減算 ＋ ＋ ＝

主任保育士専任加算 ＋ ＋ ＝ 主任保育士専任加算 ＋ ＋ ＝

療育支援加算（Ａ・Ｂ） ＋ ＋ ＝ 療育支援加算（Ａ・Ｂ） ＋ ＋ ＝

事務職員雇上費加算 ＋ ＋ ＝ 事務職員雇上費加算 ＋ ＋ ＝

栄養管理加算（Ａ：配置の場合） ＋ ＋ ＝ 栄養管理加算（Ａ：配置の場合） ＋ ＋ ＝

栄養管理加算（Ｂ：兼務の場合） ＋ ＋ ＝ 栄養管理加算（Ｂ：兼務の場合） ＋ ＋ ＝

基本分単価（保育標準時間認定：４歳以上児） ＋ ＋ ＝ 基本分単価（保育標準時間認定：４歳以上児） ＋ ＋ ＝

基本分単価（保育標準時間認定：３歳児） ＋ ＋ ＝ 基本分単価（保育標準時間認定：３歳児） ＋ ＋ ＝

基本分単価（保育標準時間認定：１・２歳児） ＋ ＋ ＝ 基本分単価（保育標準時間認定：１・２歳児） ＋ ＋ ＝

基本分単価（保育標準時間認定：乳児） ＋ ＋ ＝ 基本分単価（保育標準時間認定：乳児） ＋ ＋ ＝

基本分単価（保育短時間認定：４歳以上児） ＋ ＋ ＝ 基本分単価（保育短時間認定：４歳以上児） ＋ ＋ ＝

基本分単価（保育短時間認定：３歳児） ＋ ＋ ＝ 基本分単価（保育短時間認定：３歳児） ＋ ＋ ＝

基本分単価（保育短時間認定：１・２歳児） ＋ ＋ ＝ 基本分単価（保育短時間認定：１・２歳児） ＋ ＋ ＝

基本分単価（保育短時間認定：乳児） ＋ ＋ ＝ 基本分単価（保育短時間認定：乳児） ＋ ＋ ＝

施設長を配置していない場合の減算 ＋ ＋ ＝ 施設長を配置していない場合の減算 ＋ ＋ ＝
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改正後 改正前

基本分単価（教育標準時間認定：４歳以上児） ＋ ＋ ＝ 基本分単価（教育標準時間認定：４歳以上児） ＋ ＋ ＝

基本分単価（教育標準時間認定：３歳児） ＋ ＋ ＝ 基本分単価（教育標準時間認定：３歳児） ＋ ＋ ＝

基本分単価（保育標準時間認定：４歳以上児） ＋ ＋ ＝ 基本分単価（保育標準時間認定：４歳以上児） ＋ ＋ ＝

基本分単価（保育標準時間認定：３歳児） ＋ ＋ ＝ 基本分単価（保育標準時間認定：３歳児） ＋ ＋ ＝

基本分単価（保育標準時間認定：１・２歳児） ＋ ＋ ＝ 基本分単価（保育標準時間認定：１・２歳児） ＋ ＋ ＝

基本分単価（保育標準時間認定：乳児） ＋ ＋ ＝ 基本分単価（保育標準時間認定：乳児） ＋ ＋ ＝

基本分単価（保育短時間認定：４歳以上児） ＋ ＋ ＝ 基本分単価（保育短時間認定：４歳以上児） ＋ ＋ ＝

基本分単価（保育短時間認定：３歳児） ＋ ＋ ＝ 基本分単価（保育短時間認定：３歳児） ＋ ＋ ＝

基本分単価（保育短時間認定：１・２歳児） ＋ ＋ ＝ 基本分単価（保育短時間認定：１・２歳児） ＋ ＋ ＝

基本分単価（保育短時間認定：乳児） ＋ ＋ ＝ 基本分単価（保育短時間認定：乳児） ＋ ＋ ＝

副園長・教頭配置加算 ＋ ＋ ＝ 副園長・教頭配置加算 ＋ ＋ ＝

学級編成調整加配加算 ＋ ＋ ＝ 学級編成調整加配加算 ＋ ＋ ＝

３歳児配置改善加算（教育標準時間認定） ＋ ＋ ＝ ３歳児配置改善加算（教育標準時間認定） ＋ ＋ ＝

３歳児配置改善加算（保育認定） ＋ ＋ ＝ ３歳児配置改善加算（保育認定） ＋ ＋ ＝

４歳以上児配置改善加算（教育標準時間認定） ＋ ＋ ＝ ４歳以上児配置改善加算（教育標準時間認定） ＋ ＋ ＝

４歳以上児配置改善加算（保育認定） ＋ ＋ ＝ ４歳以上児配置改善加算（保育認定） ＋ ＋ ＝

１歳児配置改善加算 ＋ ＋ ＝ １歳児配置改善加算 ＋ ＋ ＝

満３歳児対応加配加算 ＋ ＋ ＝ 満３歳児対応加配加算 ＋ ＋ ＝

講師配置加算 ＋ ＋ ＝ 講師配置加算 ＋ ＋ ＝

休日保育加算 ＋ ＋ ＝ 休日保育加算 ＋ ＋ ＝

夜間保育加算 ＋ ＋ ＝ 夜間保育加算 ＋ ＋ ＝

チーム保育加配加算（教育標準時間認定） ＋ ＋ ＝ チーム保育加配加算（教育標準時間認定） ＋ ＋ ＝

チーム保育加配加算（保育認定） ＋ ＋ ＝ チーム保育加配加算（保育認定） ＋ ＋ ＝

通園送迎加算 ＋ ＋ ＝ 通園送迎加算 ＋ ＋ ＝

給食実施加算（施設内調理・外部搬入） ＋ 給食実施加算（施設内調理・外部搬入） ＋

＋ ＋ ＝ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＝ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＝ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＝ ＋ ＋ ＝

＋ ＋ ＝ ＋ ＋ ＝

配置基準上求められる 職員資格を有しない場合 ＋ ＋ ＝ 配置基準上求められる 職員資格を有しない場合 ＋ ＋ ＝

療育支援加算（Ａ・Ｂ）（教育標準時間認定） ＋ ＋ ＝ 療育支援加算（Ａ・Ｂ）（教育標準時間認定） ＋ ＋ ＝

療育支援加算（Ａ・Ｂ）（保育認定） ＋ ＋ ＝ 療育支援加算（Ａ・Ｂ）（保育認定） ＋ ＋ ＝

事務職員配置加算 ＋ ＋ ＝ 事務職員配置加算 ＋ ＋ ＝

指導充実加配加算 ＋ ＋ ＝ 指導充実加配加算 ＋ ＋ ＝

事務負担対応加配加算 ＋ ＋ ＝ 事務負担対応加配加算 ＋ ＋ ＝

栄養管理加算（Ａ：配置の場合） ＋ ＋ ＝ 栄養管理加算（Ａ：配置の場合） ＋ ＋ ＝

栄養管理加算（Ｂ：兼務の場合） ＋ ＋ ＝ 栄養管理加算（Ｂ：兼務の場合） ＋ ＋ ＝

各種加算
の適用状

況

認
定
こ
ど
も
園

-

主幹保育教諭等の専任化により子育て支援の取組を実施していな
い場合であって代替保育教諭等を配置していない場合による減算
（教育標準時間認定）

主幹保育教諭等の専任化により子育て支援の取組を実施していな
い場合であって代替保育教諭等を配置していない場合による減算
（保育認定）

-

１号認定こどもの利用定員を設定しない場合による調整

-

年齢別配置基準を下回る場合による減算
（教育標準時間認定）

年齢別配置基準を下回る場合による減算（保育認定）

-

-

-

主幹保育教諭等の専任化により子育て支援の取組を実施していな
い場合であって代替保育教諭等を配置していない場合による減算
（保育認定）

年齢別配置基準を下回る場合による減算
（教育標準時間認定）

１号認定こどもの利用定員を設定しない場合による調整

主幹保育教諭等の専任化により子育て支援の取組を実施していな
い場合であって代替保育教諭等を配置していない場合による減算
（教育標準時間認定）

年齢別配置基準を下回る場合による減算（保育認定）

-

-

各種加算
の適用状

況

認
定
こ
ど
も
園



改正後 改正前

基本分単価（保育標準時間認定：４歳以上児） ＋ ＋ ＝ 基本分単価（保育標準時間認定：４歳以上児） ＋ ＋ ＝

基本分単価（保育標準時間認定：３歳児） ＋ ＋ ＝ 基本分単価（保育標準時間認定：３歳児） ＋ ＋ ＝

基本分単価（保育標準時間認定：１・２歳児） ＋ ＋ ＝ 基本分単価（保育標準時間認定：１・２歳児） ＋ ＋ ＝

基本分単価（保育標準時間認定：乳児） ＋ ＋ ＝ 基本分単価（保育標準時間認定：乳児） ＋ ＋ ＝

基本分単価（保育短時間認定：４歳以上児） ＋ ＋ ＝ 基本分単価（保育短時間認定：４歳以上児） ＋ ＋ ＝

基本分単価（保育短時間認定：３歳児） ＋ ＋ ＝ 基本分単価（保育短時間認定：３歳児） ＋ ＋ ＝

基本分単価（保育短時間認定：１・２歳児） ＋ ＋ ＝ 基本分単価（保育短時間認定：１・２歳児） ＋ ＋ ＝

基本分単価（保育短時間認定：乳児） ＋ ＋ ＝ 基本分単価（保育短時間認定：乳児） ＋ ＋ ＝

基本分単価（保育標準時間認定：１・２歳児） ＋ ＋ ＝ 基本分単価（保育標準時間認定：１・２歳児） ＋ ＋ ＝

基本分単価（保育標準時間認定：乳児） ＋ ＋ ＝ 基本分単価（保育標準時間認定：乳児） ＋ ＋ ＝

基本分単価（保育短時間認定：１・２歳児） ＋ ＋ ＝ 基本分単価（保育短時間認定：１・２歳児） ＋ ＋ ＝

基本分単価（保育短時間認定：乳児） ＋ ＋ ＝ 基本分単価（保育短時間認定：乳児） ＋ ＋ ＝

保育士比率向上加算 ＋ ＋ ＝ 保育士比率向上加算 ＋ ＋ ＝

障害児保育加算 （１歳児配置改善加算無し：１・２歳児） ＋ ＋ ＝ 障害児保育加算 （１歳児配置改善加算無し：１・２歳児） ＋ ＋ ＝

障害児保育加算 （１歳児配置改善加算有り：１歳児） ＋ ＋ ＝ 障害児保育加算 （１歳児配置改善加算有り：１歳児） ＋ ＋ ＝

障害児保育加算 （１歳児配置改善加算無し：乳児） ＋ ＋ ＝ 障害児保育加算 （１歳児配置改善加算無し：乳児） ＋ ＋ ＝

１歳児配置改善加算 ＋ ＋ ＝ １歳児配置改善加算 ＋ ＋ ＝

休日保育加算 ＋ ＋ ＝ 休日保育加算 ＋ ＋ ＝

夜間保育加算 ＋ ＋ ＝ 夜間保育加算 ＋ ＋ ＝

管理者を配置していない場合の減算 ＋ ＋ ＝ 管理者を配置していない場合の減算 ＋ ＋ ＝

栄養管理加算（Ａ：配置の場合） ＋ ＋ ＝ 栄養管理加算（Ａ：配置の場合） ＋ ＋ ＝

栄養管理加算（Ｂ：兼務の場合） ＋ ＋ ＝ 栄養管理加算（Ｂ：兼務の場合） ＋ ＋ ＝

基本分単価（保育標準時間認定） ＋ ＋ ＝ 基本分単価（保育標準時間認定） ＋ ＋ ＝

基本分単価（保育短時間認定） ＋ ＋ ＝ 基本分単価（保育短時間認定） ＋ ＋ ＝

資格保有者加算 ＋ ＋ ＝ 資格保有者加算 ＋ ＋ ＝

障害児保育加算 ＋ ＋ ＝ 障害児保育加算 ＋ ＋ ＝

管理者を配置していない場合の減算 ＋ ＋ ＝ 管理者を配置していない場合の減算 ＋ ＋ ＝

栄養管理加算（Ａ：配置の場合） ＋ ＋ ＝ 栄養管理加算（Ａ：配置の場合） ＋ ＋ ＝

栄養管理加算（Ｂ：兼務の場合） ＋ ＋ ＝ 栄養管理加算（Ｂ：兼務の場合） ＋ ＋ ＝

基本分単価（保育標準時間認定：４歳以上児） ＋ ＋ ＝

基本分単価（保育標準時間認定：３歳児） ＋ ＋ ＝

基本分単価（保育短時間認定：４歳以上児） ＋ ＋ ＝

基本分単価（保育短時間認定：３歳児） ＋ ＋ ＝

障害児保育加算 ＋ ＋ ＝

休日保育加算 ＋ ＋ ＝

夜間保育加算 ＋ ＋ ＝

管理者を配置していない場合の減算 ＋ ＋ ＝

栄養管理加算（Ａ：配置の場合） ＋ ＋ ＝

栄養管理加算（Ｂ：兼務の場合） ＋ ＋ ＝

各種加算
の適用状

況
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定
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も
園
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況
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-
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-
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）
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適宜欄を追

加すること。

※分園が複

数ある場合、

適宜欄を追

加すること。

新設



改正後 改正前

基本分単価（保育標準時間認定：１・２歳児） ＋ ＋ ＝ 基本分単価（保育標準時間認定：１・２歳児） ＋ ＋ ＝

基本分単価（保育標準時間認定：乳児） ＋ ＋ ＝ 基本分単価（保育標準時間認定：乳児） ＋ ＋ ＝

基本分単価（保育短時間認定：１・２歳児） ＋ ＋ ＝ 基本分単価（保育短時間認定：１・２歳児） ＋ ＋ ＝

基本分単価（保育短時間認定：乳児） ＋ ＋ ＝ 基本分単価（保育短時間認定：乳児） ＋ ＋ ＝

保育士比率向上加算 ＋ ＋ ＝ 保育士比率向上加算 ＋ ＋ ＝

障害児保育加算 （１歳児配置改善加算無し：１・２歳児） ＋ ＋ ＝ 障害児保育加算 （１歳児配置改善加算無し：１・２歳児） ＋ ＋ ＝

障害児保育加算 （１歳児配置改善加算有り：１歳児） ＋ ＋ ＝ 障害児保育加算 （１歳児配置改善加算有り：１歳児） ＋ ＋ ＝

障害児保育加算 （１歳児配置改善加算無し：乳児） ＋ ＋ ＝ 障害児保育加算 （１歳児配置改善加算無し：乳児） ＋ ＋ ＝

１歳児配置改善加算 ＋ ＋ ＝ １歳児配置改善加算 ＋ ＋ ＝

休日保育加算 ＋ ＋ ＝ 休日保育加算 ＋ ＋ ＝

夜間保育加算 ＋ ＋ ＝ 夜間保育加算 ＋ ＋ ＝

管理者を配置していない場合の減算 ＋ ＋ ＝ 管理者を配置していない場合の減算 ＋ ＋ ＝

栄養管理加算（Ａ：配置の場合） ＋ ＋ ＝ 栄養管理加算（Ａ：配置の場合） ＋ ＋ ＝

栄養管理加算（Ｂ：兼務の場合） ＋ ＋ ＝ 栄養管理加算（Ｂ：兼務の場合） ＋ ＋ ＝

基本分単価（保育標準時間認定） ＋ ＋ ＝ 基本分単価（保育標準時間認定） ＋ ＋ ＝

基本分単価（保育短時間認定） ＋ ＋ ＝ 基本分単価（保育短時間認定） ＋ ＋ ＝

資格保有者加算 ＋ ＋ ＝ 資格保有者加算 ＋ ＋ ＝

家庭的保育補助者加算 ＋ ＋ ＝ 家庭的保育補助者加算 ＋ ＋ ＝

障害児保育加算 ＋ ＋ ＝ 障害児保育加算 ＋ ＋ ＝

栄養管理加算（Ａ：配置の場合） ＋ ＋ ＝ 栄養管理加算（Ａ：配置の場合） ＋ ＋ ＝

栄養管理加算（Ｂ：兼務の場合） ＋ ＋ ＝ 栄養管理加算（Ｂ：兼務の場合） ＋ ＋ ＝

基本分単価（保育標準時間認定） ＋ ＋ ＝ 基本分単価（保育標準時間認定） ＋ ＋ ＝

基本分単価（保育短時間認定） ＋ ＋ ＝ 基本分単価（保育短時間認定） ＋ ＋ ＝

資格保有者加算 ＋ ＋ ＝ 資格保有者加算 ＋ ＋ ＝

休日保育加算 ＋ ＋ ＝ 休日保育加算 ＋ ＋ ＝

夜間保育加算 ＋ ＋ ＝ 夜間保育加算 ＋ ＋ ＝

各種加算
の適用状

況
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別紙様式２ 別紙様式２

〇キャリアパスに関する要件について 〇キャリアパスに関する要件について

（削除） 次の内容について、「該当」「非該当」を選択すること。

次のａからｃまでの全ての要件を満たす。 次のａからｃまでの全ての要件を満たす。

　ａ　職員の職位、職責又は職務内容等に応じた勤務条件等の要件を定めている。 　ａ　職員の職位、職責又は職務内容等に応じた勤務条件等の要件を定めている。

　ｂ　職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系を定めている。 　ｂ　職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系を定めている。

　ｃ　ａ及びｂについて就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての職員に周知している。 　ｃ　ａ及びｂについて就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての職員に周知している。

ｄ ｄ

ア ア

上記について、全ての職員に対し、周知をした上で、提出していることを証明いたします。 上記について、全ての職員に対し、周知をした上で、提出していることを証明いたします。

改正後 改正前

令和　　年　　月　　日

施設・事業所名

施設・事業所類型

施設・事業所番号

①

令和　　年度キャリアパス要件届出書

※区分３（質の向上分）の適用を受けようとする場合には提出不要

知事　殿

長　殿

事 業 者 名

代 表 者 名

② 次のｄ及びｅの要件を満たす。

職員との意見交換を踏まえ
た資質向上のための目標

ｅ
ｄの実現のための具体的な
取り組みの内容

資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施するとともに、
そのフィードバックを行うこと。（資質向上のための計画を添付すること。）

イ

資格取得のための支援の実施　※当該支援の内容について下記に記載すること。

令和　年　月　日

市 町 村 名

令和　　年　　月　　日

施設・事業所名

施設・事業所類型

施設・事業所番号

事 業 者 名

代 表 者 名

② 次のｄ及びｅの要件を満たす。

職員との意見交換を踏まえ
た資質向上のための目標

ｅ
ｄの実現のための具体的な
取り組みの内容

資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施するとともに、
そのフィードバックを行うこと。（資質向上のための計画を添付すること。）

イ

資格取得のための支援の実施　※当該支援の内容について下記に記載すること。

①

令和　　年度キャリアパス要件届出書

※区分３（質の向上分）の適用を受けようとする場合には提出不要

知事　殿

長　殿

令和　年　月　日

市 町 村 名



別紙様式３ 別紙様式３

１．加算の要件及び加算額の算定に係る研修修了者 １．加算の要件及び加算額の算定に係る研修修了者

人 人 × 人 人 ×

ⅰ　副主任保育士等（人数Ａ） 人 ⅰ　副主任保育士等（人数Ａ） 人

ⅱ　職務分野別リーダー等（人数Ｂ） 人 ⅱ　職務分野別リーダー等（人数Ｂ） 人

人 人

２．加算額の算定に用いる加算算定対象人数について ２．加算額の算定に用いる加算算定対象人数について

人 人

人 人

人 人

３歳児配置改善加算 ３歳児配置改善加算

満３歳児対応加配加算 満３歳児対応加配加算

４歳以上児配置改善加算 ４歳以上児配置改善加算

講師配置加算 講師配置加算

チーム保育加配加算 チーム保育加配加算

通園送迎加算 通園送迎加算

給食実施加算（施設内調理） 給食実施加算（施設内調理）

主幹教諭等専任加算 主幹教諭等専任加算

事務職員配置加算 事務職員配置加算

令和　　年度　加算算定対象人数等認定申請書（区分３（質の向上分））

知事　殿

長　殿

令和　年　月　日

市 町 村 名

改正後 改正前

研修修了者 人数Ａ　計 0 人数Ｂ　計 0 合計1人以上の研修修了者

施設・事業 所名

施設・事業所類型

施設・事業所番号

設 置 者

合計1人以上の研修修了者

①利用定員

②年齢別
　児童数

４歳以上児 ３歳児 １，２歳児

ⅲ　園長又は主任保育士、副園長、教頭、
　　主幹教諭、主幹保育教諭等（人数Ａ）

次の内容について、当てはまる項目に○をつけること。

　職員の職位、職責又は職務内容に応じた勤務条件等の要件及びこれに応じた賃金体
系を定め、全ての職員に周知している。

０歳児

人 人 人うち満３歳児※

③各種加算
の適用状況

幼
稚
園

令和　　年度　加算算定対象人数等認定申請書（区分３（質の向上分））

知事　殿

長　殿

令和　年　月　日

市 町 村 名

施設・事業 所名

ⅲ　園長又は主任保育士、副園長、教頭、
　　主幹教諭、主幹保育教諭等（人数Ａ）

次の内容について、当てはまる項目に○をつけること。

施設・事業所類型

施設・事業所番号

設 置 者

研修修了者 人数Ａ　計 0 人数Ｂ　計 0

人 人

　職員の職位、職責又は職務内容に応じた勤務条件等の要件及びこれに応じた賃金体
系を定め、全ての職員に周知している。

①利用定員

②年齢別
　児童数

４歳以上児 ３歳児 １，２歳児 ０歳児

人うち満３歳児※

③各種加算
の適用状況

幼
稚
園



改正後 改正前

指導充実加配加算 指導充実加配加算

事務負担対応加配加算 事務負担対応加配加算

栄養管理加算（Ａ：配置の場合） 栄養管理加算（Ａ：配置の場合）

副園長・教頭配置加算を受けている場合の減算 副園長・教頭配置加算を受けている場合の減算

年齢別配置基準を下回る場合による減算 年齢別配置基準を下回る場合による減算

３歳児配置改善加算 ３歳児配置改善加算

４歳以上児配置改善加算 ４歳以上児配置改善加算

１歳児配置改善加算 １歳児配置改善加算

保育標準時間認定の子どもの有無 保育標準時間認定の子どもの有無

主任保育士専任加算 主任保育士専任加算

事務職員雇上費加算 事務職員雇上費加算

休日保育加算 休日保育加算

チーム保育推進加算 チーム保育推進加算

栄養管理加算（Ａ：配置の場合） 栄養管理加算（Ａ：配置の場合）

３歳児配置改善加算 ３歳児配置改善加算

４歳以上児配置改善加算 ４歳以上児配置改善加算

１歳児配置改善加算 １歳児配置改善加算

満３歳児対応加配加算 満３歳児対応加配加算

保育標準時間認定の子どもの有無 保育標準時間認定の子どもの有無

学級編制調整加配加算 学級編制調整加配加算

講師配置加算 講師配置加算

チーム保育加配加算 チーム保育加配加算

通園送迎加算 通園送迎加算

給食実施加算（施設内調理） 給食実施加算（施設内調理）

休日保育加算 休日保育加算

事務職員配置加算 事務職員配置加算

指導充実加配加算 指導充実加配加算

事務負担対応加配加算 事務負担対応加配加算

栄養管理加算（Ａ：配置の場合） 栄養管理加算（Ａ：配置の場合）

③各種加算
の適用状況

幼
稚
園

③各種加算
の適用状況

保
育
所

認
定
こ
ど
も
園

③各種加算
の適用状況

保
育
所

③各種加算
の適用状況

幼
稚
園

認
定
こ
ど
も
園



改正後 改正前

副園長・教頭配置加算を受けている場合の減算 副園長・教頭配置加算を受けている場合の減算

年齢別配置基準を下回る場合による減算 年齢別配置基準を下回る場合による減算

障害児保育加算 障害児保育加算

１歳児配置改善加算 １歳児配置改善加算

保育標準時間認定の子どもの有無 保育標準時間認定の子どもの有無

休日保育加算 休日保育加算

栄養管理加算（Ａ：配置の場合） 栄養管理加算（Ａ：配置の場合）

障害児保育加算
③
各

障害児保育加算

保育標準時間認定の子どもの有無 保育標準時間認定の子どもの有無

栄養管理加算（Ａ：配置の場合） 栄養管理加算（Ａ：配置の場合）

障害児保育加算

保育標準時間認定の子どもの有無

休日保育加算

栄養管理加算（Ａ：配置の場合）

障害児保育加算 障害児保育加算

１歳児配置改善加算 １歳児配置改善加算

保育標準時間認定の子どもの有無 保育標準時間認定の子どもの有無

休日保育加算 休日保育加算

栄養管理加算（Ａ：配置の場合） 栄養管理加算（Ａ：配置の場合）

年 年

年 年

⑤加算算定対象人数の基礎となる職員数 人 ⑤加算算定対象人数の基礎となる職員数 人

人数Ａ（⑤×１／３） 人 人数Ａ（⑤×１／３） 人

③各種加算
の適用状況

③各種加算
の適用状況

小
規
模
保
育
（

C
型
）

食事の提供について自園調理又は連携施設等からの搬入以外の方法による減算

主幹保育教諭等の専任化により子育て支援の取組を実施していない場合であっ
て代替保育教諭等を配置していない場合による減算

小
規
模
保
育
（

A
型
B
型
）

認
定
こ
ど
も
園

事
業
所
内
保
育

食事の提供について自園調理又は連携施設等からの搬入以外の方法による減算

満
三
歳
以
上
限
定
小
規
模
保
育

食事の提供について自園調理又は連携施設等からの搬入以外の方法による減算

⑥加算算定
対象人数

0
⑥加算算定
対象人数

0

④家庭的保
育等の経験
年数

家庭的保育
加算対象者
経験年数

居宅訪問型保育
加算対象者
経験年数

④家庭的保
育等の経験
年数

食事の提供について自園調理又は連携施設等からの搬入以外の方法による減算

③各種加算
の適用状況 認

定
こ
ど
も
園

主幹保育教諭等の専任化により子育て支援の取組を実施していない場合であっ
て代替保育教諭等を配置していない場合による減算

小
規
模
保
育
（

A
型
B
型
） 食事の提供について自園調理又は連携施設等からの搬入以外の方法による減算

小
規
模
保
育
（

C
型
）

食事の提供について自園調理又は連携施設等からの搬入以外の方法による減算

事
業
所
内
保
育

食事の提供について自園調理又は連携施設等からの搬入以外の方法による減算

家庭的保育
加算対象者
経験年数

居宅訪問型保育
加算対象者
経験年数

新設



改正後 改正前

人数Ｂ（⑤×１／５） 人 人数Ｂ（⑤×１／５） 人

※　満３歳児の人数の記入は、幼稚園、認定こども園のみ記入すること。 ※　満３歳児の人数の記入は、幼稚園、認定こども園のみ記入すること。

※　②について各月平均の年齢別児童数とする場合は、算出方法を示した書類を添付すること。 ※　②について各月平均の年齢別児童数とする場合は、算出方法を示した書類を添付すること。

※　④について経験年数の根拠となる書類を添付すること。 ※　④について経験年数の根拠となる書類を添付すること。

※　⑤について算出方法を示した書類を添付すること。 ※　⑤について算出方法を示した書類を添付すること。

※　⑥について家庭的保育事業、事業所内保育事業所（利用定員５人以下の事業所に限る。）及び居宅訪問型保育 ※　⑥について家庭的保育事業、事業所内保育事業所（利用定員５人以下の事業所に限る。）及び居宅訪問型保育

　　事業の場合は「人数Ａ」「人数Ｂ」のいずれかに「１」、他方に「０」を記入すること。 　　事業の場合は「人数Ａ」「人数Ｂ」のいずれかに「１」、他方に「０」を記入すること。

⑥加算算定
対象人数

0

市町村 審査

⑥加算算定
対象人数

0

担 当 者 名

市町村 審査

担 当 者 名



別紙様式４別添１

賃金改善明細（職員別表）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭

小計
⑨

（a＋b＋c）

基本給
a

手当
b

賞与
（一時金）

c

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

10 0

11 0

12 0

13 0

14 0

15 0

16 0

17 0

18 0

19 0

20 0

21 0

22 0

23 0

24 0

25 0

26 0

27 0

28 0

29 0

30 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

#DIV/0! ○

※1

※2　

※3

※4.②基準年度の処遇改善等加算の加算額については、基準年度に支払うことができず、その残額として加算当年度に支払った賃金額がある場合はその金額（加算当年度の前年度に支払うべき残額に対応した支払い賃金額と同額）を除く。

別紙様式４別添１

賃金改善明細（職員別表）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭

小計
⑨

（a＋b＋c）

基本給
a

手当
b

賞与
（一時金）

c

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

10 0

11 0

12 0

13 0

14 0

15 0

16 0

17 0

18 0

19 0

20 0

21 0

22 0

23 0

24 0

25 0

26 0

27 0

28 0

29 0

30 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

#DIV/0! ○

※1

※2　

※3

※4 支払いを終えていない場合は、加算当年度の前年度に支払うべき残額を記載すること。

備考欄には、年度途中の採用や退職がある場合にはその旨、また、賃金改善額が他の職員と比較して高額（低額、賃金改善を実施しない場合も含む）である場合についてはその理由を記載すること。

施設・事業所に加算当年度に勤務している職員全員（職種を問わず、非常勤を含む。）を記載すること。

経験年数については、第４の２によるものとする。

「常勤」とは、当該施設・事業所の就業規則において定められている常勤の従事者が勤務すべき時間数（教育・保育に従事する者にあっては、１か月に勤務すべき時間数が120時間以上であるものに限る。）に達している者

又は当該者以外の者であって１日６時間以上かつ月20日以上勤務するものをいい、「非常勤」とは常勤以外の者をいう。

常勤換算値について、常勤の者については1.0とし、非常勤の者については下記の算式によって得た値とする。

算式　常勤以外の職員の１か月の勤務時間数の合計÷各施設・事業所の就業規則等で定めた常勤職員の１か月の勤務時間数＝常勤換算値

改
正
後

改
正
前

加算当年度の賃金

区分３「質の向上分」

定期昇給相当
額

（加算当年度
における昇給

分）

基準翌年度か
ら加算当年度
までの公定価
格における人
件費の改定部

分

加算当年度の
前年度に支払
うべき残額に
対応した支払
い賃金額

加算当年度にお
ける改善額等の
影響を除いた賃
金見込総額

（⑧－⑨－⑩－
⑪－⑫－⑬）

基準年度の公
定価格におけ
る人件費の改

定部分

加算による改善見込額

加算による改
善見込額

職名
改善した給与

項目

基準年度に支
払うべき残額
に対応した翌
年度の賃金額

「常勤」とは、当該施設・事業所の就業規則において定められている常勤の従事者が勤務すべき時間数（教育・保育に従事する者にあっては、１か月に勤務すべき時間数が120時間以上であるものに限る。）に達している者

又は当該者以外の者であって１日６時間以上かつ月20日以上勤務するものをいい、「非常勤」とは常勤以外の者をいう。

常勤換算値について、常勤の者については1.0とし、非常勤の者については下記の算式によって得た値とする。

算式　常勤以外の職員の１か月の勤務時間数の合計÷各施設・事業所の就業規則等で定めた常勤職員の１か月の勤務時間数＝常勤換算値

【記入における留意事項】

施設・事業所に加算当年度に勤務している職員全員（職種を問わず、非常勤を含む。）を記載すること。

総額

区分２と３の加算による改善額の1/2以上を基本給・決まって毎
月支払われる手当により改善すること　｛（⑨(a+b)＋⑩）/
（⑨＋⑩）｝≧50％

加算以外の部分で賃金水準を下げていない
ことについて（⑭≧⑦）

【記入における留意事項】

加算当年度の
賃金見込総額

区分２「賃金改善分」 区分３「質の向上分」

定期昇給相当
額

（加算当年度
における昇給

分）

基準翌年度か
ら加算当年度
までの公定価
格における人
件費の改定部

分

加算当年度の
前年度に支払
うべき残額に
対応した支払
い賃金額※4

加算当年度にお
ける改善額等の
影響を除いた賃
金見込総額

（⑧－⑨－⑩－
⑪－⑫－⑬）

基準年度の公
定価格におけ
る人件費の改

定部分

加算による改善見込額

加算による改
善見込額

職名
改善した給与

項目

施設・事業所名

〇加算当年度の全ての職員の賃金改善明細

No 職員名
改善
実施
有無

職種 資格
経験
年数
※1

常勤
非常勤

※2

常勤
換算
値
※3

基準年度の賃金 加算当年度の賃金

備考

⑦の内訳
⑨の内訳 ⑩の詳細

基準年度の支
払賃金の総額

基準年度の処
遇改善等加算
の加算額

基準年度の処
遇改善等加算
の加算額に係
る法定福利費

分

施設独自の改
善額

基準年度の前
年度に支払う
べき残額に対
応した支払い

賃金額

基準年度に支
払うべき残額
に対応した翌
年度の賃金額

基準年度におけ
る加算額等の影
響を除いた支払

賃金総額
（①－（②－
③）－④－⑤＋

⑥）

備考

⑦の内訳
⑨の内訳 ⑩の詳細

基準年度の支
払賃金の総額

基準年度の処
遇改善等加算
の加算額※4

施設・事業所名

〇加算当年度の全ての職員の賃金改善明細

No 職員名
改善
実施
有無

職種 資格
経験
年数
※1

常勤
非常勤

※2

基準年度の処
遇改善等加算
の加算額に係
る法定福利費

分

施設独自の改
善額

基準年度の前
年度に支払う
べき残額に対
応した支払い

賃金額

基準年度におけ
る加算額等の影
響を除いた支払

賃金総額
（①－（②－
③）－④－⑤＋

⑥）

加算当年度の
賃金見込総額

区分２「賃金改善分」
常勤
換算
値
※3

基準年度の賃金

備考欄には、年度途中の採用や退職がある場合にはその旨、また、賃金改善額が他の職員と比較して高額（低額、賃金改善を実施しない場合も含む）である場合についてはその理由を記載すること。

経験年数については、第４の２によるものとする。

総額

区分２と３の加算による改善額の1/2以上を基本給・決まって毎
月支払われる手当により改善すること　｛（⑨(a+b)＋⑩）/
（⑨＋⑩）｝≧50％

加算以外の部分で賃金水準を下げていない
ことについて（⑭≧⑦）



別紙様式６別添１

賃金改善明細（職員別表）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮

小計
⑨

（a＋b＋c）

基本給
a

手当
b

賞与
（一時金）

c

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

10 0

11 0

12 0

13 0

14 0

15 0

16 0

17 0

18 0

19 0

20 0

21 0

22 0

23 0

24 0

25 0

26 0

27 0

28 0

29 0

30 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

#DIV/0! ○

※1

※2　

※3

※4.②基準年度の処遇改善等加算の加算額については、基準年度に支払うことができず、その残額として加算当年度に支払った賃金額がある場合はその金額（加算当年度の前年度に支払うべき残額に対応した支払い賃金額と同額）を除く。

別紙様式６別添１

賃金改善明細（職員別表）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮

小計
⑨

（a＋b＋c）

基本給
a

手当
b

賞与
（一時金）

c

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

10 0

11 0

12 0

13 0

14 0

15 0

16 0

17 0

18 0

19 0

20 0

21 0

22 0

23 0

24 0

25 0

26 0

27 0

28 0

29 0

30 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

#DIV/0! ○

※1

※2　

※3

※4 支払いを終えていない場合は、実際に支払った賃金額ではなく、支払うべき賃金額を記載すること。

備考

⑦の内訳
⑨の内訳 ⑩の詳細

基準年度の支
払賃金の総額

基準年度の処
遇改善等加算
の加算額※4

基準年度の処
遇改善等加算
の加算額に係
る法定福利費

分

施設・事業所名

〇加算当年度の全ての職員の賃金改善明細

No 職員名
改善
実施
有無

職種 資格
経験
年数
※1

常勤
非常勤

※2
施設独自の改

善額

基準年度の前
年度に支払う
べき残額に対
応した支払い

賃金額

基準年度に支
払うべき残額
に対応した翌
年度の賃金額

基準年度におけ
る加算額等の影
響を除いた支払

賃金総額
（①－（②－
③）－④－⑤＋

⑥）

加算当年度の
支払賃金の総

額

区分２「賃金改善分」

基準年度の公
定価格におけ
る人件費の改

定部分

加算による改善実績額

常勤
換算
値
※3

基準年度の賃金 加算当年度の賃金

区分３「質の向上分」

定期昇給相当
額

（加算当年度
における昇給

分）

基準翌年度か
ら加算当年度
までの公定価
格における人
件費の改定部

分

加算当年度の
前年度に支払
うべき残額に
対応した支払
い賃金額

超過勤務手当
等に係る調整

額

加算当年度にお
ける改善額等の
影響を除いた支
払賃金総額

（⑧－⑨－⑩－
⑪－⑫－⑬＋

⑭）

加算による改
善実績額

職名
改善した給与

項目

区分２と区分３の加算による改善額の1/2以上を基本給・決
まって毎月支払われる手当により改善すること　｛（⑨(a+b)
＋⑩）/（⑨＋⑩）｝≧50％

加算以外の部分で賃金水準を下げていな
いことについて（⑮≧⑦）

【記入における留意事項】

施設・事業所に加算当年度に勤務している職員全員（職種を問わず、非常勤を含む。）を記載すること。

備考

⑦の内訳
⑨の内訳 ⑩の詳細

基準年度の支
払賃金の総額

基準年度の処
遇改善等加算
の加算額

基準年度の処
遇改善等加算
の加算額に係
る法定福利費

分

施設・事業所名

〇加算当年度の全ての職員の賃金改善明細

No 職員名
改善
実施
有無

職種 資格
経験
年数
※1

常勤
非常勤

※2

定期昇給相当
額

（加算当年度
における昇給

分）

基準翌年度か
ら加算当年度
までの公定価
格における人
件費の改定部

分

加算当年度の
前年度に支払
うべき残額に
対応した支払
い賃金額※4

超過勤務手当
等に係る調整

額

加算当年度にお
ける改善額等の
影響を除いた支
払賃金総額

（⑧－⑨－⑩－
⑪－⑫－⑬＋

⑭）

加算による改
善実績額

職名
改善した給与

項目

施設独自の改
善額

基準年度の前
年度に支払う
べき残額に対
応した支払い
賃金額※4

基準年度に支
払うべき残額
に対応した翌
年度の賃金額

基準年度におけ
る加算額等の影
響を除いた支払

賃金総額
（①－（②－
③）－④－⑤＋

⑥）

加算当年度の
支払賃金の総

額

区分２「賃金改善分」

基準年度の公
定価格におけ
る人件費の改

定部分

加算による改善実績額

区分２と区分３の加算による改善額の1/2以上を基本給・決
まって毎月支払われる手当により改善すること　｛（⑨(a+b)
＋⑩）/（⑨＋⑩）｝≧50％

加算以外の部分で賃金水準を下げていな
いことについて（⑮≧⑦）

【記入における留意事項】

施設・事業所に加算当年度に勤務している職員全員（職種を問わず、非常勤を含む。）を記載すること。

改
正
前

改
正
後

備考欄には、年度途中の採用や退職がある場合にはその旨、また、賃金改善額が他の職員と比較して高額（低額、賃金改善を実施しない場合も含む）である場合についてはその理由を記載すること。

経験年数については、第４の２によるものとする。

「常勤」とは、当該施設・事業所の就業規則において定められている常勤の従事者が勤務すべき時間数（教育・保育に従事する者にあっては、１か月に勤務すべき時間数が120時間以上であるものに限る。）に達している者

又は当該者以外の者であって１日６時間以上かつ月20日以上勤務するものをいい、「非常勤」とは常勤以外の者をいう。

常勤換算値について、常勤の者については1.0とし、非常勤の者については下記の算式によって得た値とする。

算式　常勤以外の職員の１か月の勤務時間数の合計÷各施設・事業所の就業規則等で定めた常勤職員の１か月の勤務時間数＝常勤換算値

総額

区分３「質の向上分」
常勤
換算
値
※3

基準年度の賃金 加算当年度の賃金

備考欄には、年度途中の採用や退職がある場合にはその旨、また、賃金改善額が他の職員と比較して高額（低額、賃金改善を実施しない場合も含む）である場合についてはその理由を記載すること。

経験年数については、第４の２によるものとする。

「常勤」とは、当該施設・事業所の就業規則において定められている常勤の従事者が勤務すべき時間数（教育・保育に従事する者にあっては、１か月に勤務すべき時間数が120時間以上であるものに限る。）に達している者

又は当該者以外の者であって１日６時間以上かつ月20日以上勤務するものをいい、「非常勤」とは常勤以外の者をいう。

常勤換算値について、常勤の者については1.0とし、非常勤の者については下記の算式によって得た値とする。

算式　常勤以外の職員の１か月の勤務時間数の合計÷各施設・事業所の就業規則等で定めた常勤職員の１か月の勤務時間数＝常勤換算値

総額
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